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株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

 
平成 27 年２月 27 日開催の当社取締役会において、株主優待制度の一部変更に関し下記のと

おり決議しましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．取扱店舗及び割引率について 
 
下記の当社直営店及びフランチャイズ店の全店にてサンマルク株主優待カードの提示に 

より飲食料金の下記料率相当額を割引する。（ドリア専門店の「神戸元町ドリア」及びフルサー
ビス喫茶店の「倉式珈琲店」の２業態について適用店舗として追加いたしました。） 
 
 

 （下線部分は変更箇所を示しております。） 
変  更  前 変  更  後 

ベーカリーレストラン・サンマルク 20％ ベーカリーレストラン・サンマルク 20％ 

サンマルクカフェ 20％ サンマルクカフェ 20％ 
ベーカリーレストラン・バケット 20％ ベーカリーレストラン・バケット 20％ 
BISTRO309 20％ BISTRO309 20％ 
すし処函館市場 10％ すし処函館市場 10％ 
生麺工房鎌倉パスタ 20％ 生麺工房鎌倉パスタ 20％ 
サンマルクパスタ 20％ サンマルクパスタ 20％ 
広東炒飯店 20％ 広東炒飯店 20％ 
石焼ごはん倶楽部 20％ 石焼ごはん倶楽部 20％ 
石焼チャーハン店 20％ 石焼チャーハン店 20％ 
台湾小籠包 20％ 台湾小籠包 20％ 
オリーブチャオ 20％ オリーブチャオ 20％ 
あっぱれ讃岐 20％ あっぱれ讃岐 20％ 
  神戸元町ドリア 20％ 
  倉式珈琲店   20％ 

 
 
２．実施開始時期 
 
平成 27 年４月１日から変更後の割引を適用する。 

 
 

以 上 


